
ばく露作業報告対象物（主な別名、有害性、用途の例 ほか） 

 

 
物質名 

【CAS】 

【コード番号】 
報告を要しない 

含有率 
主な別名 

有害性情報 
（発がん性、生殖毒性、神経毒性評価等、 
管理濃度、許容濃度等） 

用途の例（原料等）と 
構造式 

1 

アスファルト 
 

【64742-93-4】
酸化アスファルト 

 
【8052-42-4】 

【64741-56-6】 
ストレート 

アスファルト 

【２４３】 
0.1%未満 

 

 
【発がん性】 

IARC： 2A（酸化アスファルト） 
IARC： 2B（道路舗装中の直留瀝青及びその燃焼に 

よる業務上のばく露） 
 

【GHS】 
 ストレートアスファルトについて 

・強い眼刺激 
・呼吸器への刺激のおそれ 
・遺伝性疾患のおそれの疑い 
・発がん性が疑われる 
・長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系の障

害 
 

【許容濃度等】 
ACGIH：TWA 0.5 mg/m3 (I)  

（ベンゼンエアロゾルとして） 
産衛学会： （吸入性粉じん）2 mg/m3 

（総粉じん）8 mg/m3 
（第 3 種粉じん:その他の無機及び有機粉 

じん） 
 

道路舗装材料，ゴム練込み
用材料，印刷インキ・塗
料・建材・鋳物砂型・舗装
材料・防水材料・電気絶縁
材料原料，農薬(失効農薬) 
 

 

2 

エチレングリコール
モノ―ノルマル―ブ

チルエーテル 
（別名ブチルセロソ

ルブ） 
【111-76-2】 

【２４４】 
0.1%未満 

ヒドロキシエチルブ
チルエーテル、エチ
レングリコールモノ
ブチルエーテル、２-
ブトキシエタノール 

 
【発がん性】 

IARC：3 
ACGIH：A3 

 
【GHS】 

・飲み込むと有害 
・皮膚に接触すると有毒 
・皮膚刺激 
・強い眼刺激 
・吸入すると生命に危険 
・眠気又はめまいのおそれ 
・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 
・血液系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害 
・長期にわたる、又は反復ばく露による血液系の障害 
 

【管理濃度】 
 25 ppm 

 
【許容濃度等】 

ACGIH：TWA 20 ppm 
産衛学会：20 ppm, 97 mg/m3, 皮 
 

塗料、印刷インキ、染料、
農薬溶剤 
 
 

3 
オルト―クレゾール 

【95-48-7】 
【２４５】 
0.1%未満 

２－メチルフェノー
ル 

 
【GHS】 

・飲み込むと有毒 
・皮膚に接触すると有毒 
・重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 
・重篤な眼の損傷 
・眠気又はめまいのおそれ 
・発がん性が疑われる 
・中枢神経系、呼吸器、心血管系、血液系、肝臓、腎

臓、膵臓、脾臓の障害 
・長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、

心血管系、血液系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害 
 

【管理濃度】 
 5 ppm 

 
【許容濃度等】 

ACGIH：TWA 20 mg/m3, Skin 
産衛学会：5 ppm, 22 mg/m3, 皮 
 

エポキシ樹脂・農薬・酸化
防止剤・可塑剤 （リン酸
トリクレジル等）・フェノ
ール樹脂合成原料，電線ワ
ニス溶剤，消毒液 
 
 

3 



 
物質名 

【CAS】 

【コード番号】 
報告を要しない 

含有率 
主な別名 

有害性情報 
（発がん性、生殖毒性、神経毒性評価等、 
管理濃度、許容濃度等） 

用途の例（原料等）と 
構造式 

４ 
シクロヘキサノン 
【108-94-1】 

【２４６】 
0.1%未満 

ケトシクロヘキサ
ン、オクソシクロヘ
キサン、ピメリンケ
トン 

 
【発がん性】 

ACGIH：A3 
 

【GHS】 
・引火性の液体および蒸気 
・飲み込むと有害 
・皮膚に接触すると有毒 
・吸入すると有毒 
・皮膚刺激 
・強い眼刺激 
・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ 
・遺伝性疾患のおそれの疑い 
・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 
・呼吸器系の障害  
・中枢神経系の障害のおそれ 
・眠気やめまいのおそれ 
・長期にわたる、又は反復ばく露により中枢神経系、

骨の障害 
 
【管理濃度】 
 20 ppm 
 
【許容濃度等】 

ACGIH：TWA 20 ppm, STEL 50 ppm, Skin 
産衛学会：25 ppm, 100 mg/m3 

 

溶剤，カプロラクタム（合
成樹脂・ナイロン原料）原
料  

５ 

１，１―ジクロロエ
チレン 

（別名塩化ビニリデ
ン） 

【75-35-4】 

【２４７】 
0.1%未満 

1,1-ジクロロエテン  
二塩化ビニリデン 
unsym-ジクロルエ
チレン 

 
【発がん性】 

IARC：2B 
ACGIH：A4 
 

【GHS】 
・極めて引火性の高い液体及び蒸気 
・飲み込むと有害 
・吸入すると有害 
・おそらく発がん性がある 
・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 
・神経系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害 
・眠気又はめまいのおそれ 
・長期にわたる、又は反復ばく露による血液、呼吸

器、肝臓、腎臓、生殖器 (男性) の障害 
・水生生物に有害 
 

【許容濃度等】 
ACGIH：TWA 5 ppm、20 mg/m3 
産衛学会：未設定  
 

合成原料［家庭用ラップ，
包装用フィルム，その他加
工品，塩化ビニリデンラテ
ックス，難燃性繊維］ 
包装フィルム、紙やプラス
チックフィルム類のコーテ
ィング剤 

６ 
フルフラール 
【98-01-1】 

【２４８】 
0.1%未満 

2-フランカルボキシ
アルデヒド 

 
【発がん性】 

IARC：3 
ACGIH：A3 
 

【GHS】 
・引火性液体及び蒸気 
・飲み込むと有毒 
・皮膚に接触すると有毒 
・皮膚刺激 
・強い眼刺激 
・吸入すると生命に危険 
・発がん性が疑われる 
・呼吸器、肝臓の障害 
・長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、肝臓

の障害 
・水生生物に有害 
・長期継続的影響によって水生生物に有害 

 
【許容濃度等】 

ACGIH：TWA 0.2 ppm、0.8 mg/m3、Skin 
産衛学会：2.5 ppm、9.8 mg/m3、皮 

 

溶剤、フラン樹脂原料、潤
滑油精製、医薬品原料 

４ 



 
物質名 

【CAS】 

【コード番号】 
報告を要しない 

含有率 
主な別名 

有害性情報 
（発がん性、生殖毒性、神経毒性評価等、 
管理濃度、許容濃度等） 

用途の例（原料等）と 
構造式 

７ 

メチル―ターシャリ
―ブチルエーテル
（別名ＭＴＢＥ） 
【1634-04-4】 

【２４９】 
0.1%未満 

1-メトキシ-1,1-ジメ
チルエタン 

【発がん性】 
IARC：3 
ACGIH：A3 
 

【GHS】 
・引火性の高い液体及び蒸気 
・皮膚刺激 
・眼刺激 
・呼吸器への刺激のおそれ 
・眠気又はめまいのおそれ 

 
【許容濃度等】 

ACGIH：TWA: 50 ppm、180 mg/m3 
産衛学会：未設定  

ガソリンのオクタン価向上
剤 

 
※それぞれの物質を含有する混合物において、「報告を要しない含有率」に該当する混合物に係る作業については、報告の必要があり
ません。 

 

 

 

※有害性情報、用途の例については、厚生労働省モデル SDS の情報などを参照しています。 

発がん性評価区分  GHS 有害性情報 

IARC 
 
 
 
 
 

：
 
 
 
 

国際がん研究機関 
１ ヒトに対して発がん性がある 
2A ヒトに対しておそらく発がん性がある 
2B ヒトに対する発がん性の可能性がある 
３ ヒトに対する発がん性については分類できない 
４ ヒトに対しておそらく発がん性がない 

GHS 
 

： 「化学品の分類および表示に関する世界調和システ
ム」（国連勧告） 
個々の化学物質について、危険有害性の分類項目
ごとに、それぞれの危険有害性の程度を区分し、
その区分に応じた絵表示、注意喚起語、危険有害
性情報等を表すこととしています。 

ACGIH 
 

： 米国産業衛生専門家会議 
  A1 ヒトに対する発がん性が確認された物質 許容濃度等 

  A2 ヒトに対する発がん性が疑わしい物質 
A3 動物実験では発がん性が確認されたが、ヒトの

発がん性との関連が未知の物質 
A4 ヒトに対する発がん物質と分類しかねる物質 
A5 ヒトに対する発がん性の疑いのない物質 

ACGIH ： 米国産業衛生専門家会議が勧告値として発表してい
る許容濃度（ほとんどすべての労働者に健康上の悪
影響がみられないと判断される濃度） 

TWA ８時間時間加重平均 
STEL 短時間ばく露限界 

NTP 
 

： 米国・国家毒性プログラム 
K  ヒトに対して発がん性があることが知られてい

る物質 
 R  合理的にヒト発がん性があることが懸念される

物質 

  C     上限値 
(IFV) インハラブル粒子および蒸気 
(T)  ソーラシック粒子 

産衛学会 ： 日本産業衛生学会 
 第１群  人間に対して発がん性のある物質 

第２群 A 人間に対しておそらく発がん性があると 
考えられる物質  
（証拠がより十分な物質） 

 第２群 B 人間に対しておそらく発がん性があると 
考えられる物質  
（証拠が比較的十分でない物質） 

産衛学会 ： 日本産業衛生学会が勧告値として発表している 
許容濃度 

［参照］ 
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